
埼玉県中学校体育大会への地域クラブ活動の参加資格等の特例について 

                                                          

 

大会参加は学校単位が原則であるが、（公財）日本中学校体育連盟が参加資格を緩和したこ

とを受け、埼玉県においても地域クラブ活動について、一定の条件を設定した上で特例として

の参加を認める。以下特例及び各競技部細則により条件を示す。 

 

１、埼玉県中学校体育大会の参加を認める条件  

（１）【大会理念の遵守尊重】 

埼玉県中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。  

（２）【年齢制限】 

 生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している（中学校に在籍している生徒であ

ること）。  

（３）【団体登録】 

当該競技を管轄する中央競技団体もしくは県・市町村競技団体に登録されている県内地域クラ

ブとする。 

（４）【大会参加申請】 

①埼玉県中学校体育連盟事務局へ大会参加申請を行い、認定されていること。 

②地域クラブ活動から大会に参加する場合は、令和６年４月３日（水）～４月１９日（金）までに、県中

体連各競技専門部に対し、参加申請手続きを行うこと。（様式１・２及び競技細則により指定されている書類）  

   ③１年間同じ所属で埼玉県中学校体育大会（学校総合体育大会・新人体育大会）に出場すること

を原則とする。ただし、団体競技において、人数減少によりチームが組めない、または転校により

在籍する学校に希望する部活動がない等やむを得ない事情がある場合にはその限りではない。 

④追加登録申請期間については、下記のとおりとする。 

 ア 新人体育大会兼県民総合スポーツ大会・駅伝競走大会 【７月３日（水）～７月１９日（金）】 

 イ 冬季競技（スキー・スケート・アイスホッケー） 【１０月２日（水）～１０月１８日（金）】 

⑤申請後、認定された場合には、県中体連から認定通知を送付する。 

⑥登録有効期間は、認定日から３月３１日までとする。登録料・事務手数料として、３，０００円を県

中体連に納入する。 

   （５）【活動状況の要件】 

『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』（令和４年１

２月スポーツ庁発出）の「Ⅱ ２ 適切な運営や効率的・効果的な活動の推進、（５） 適切な休養日

等の設定」を遵守していること。 

  （６）【大会運営への協力】 

予選会となる全ての大会において、競技役員や審判など運営上必要な事項に協力すること。 

  （７）【重複参加の禁止】 

地域クラブ活動で埼玉県中学校体育大会に参加する場合、在籍校での大会参加は認めない。

その逆も同様である。 



２、埼玉県中学校体育大会に参加した場合に守るべき条件  

（１）【開催基準・申し合わせ事項の遵守】 

埼玉県中学校体育大会開催基準を守り、出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うとと

もに、大会の円滑な運営に協力すること。  

 

（２）【事前会議の出席、選手引率の責任】 

地域クラブ活動においては、責任ある代表者・ 指導者が代表者会議に必ず出席するとともに、

大会当日生徒を引率すること。ただし、支部代表者の参加により行う競技の代表者会議につい

ては、その限りではない。また、万一の事故発生に備え、傷害保険等に加入するなどして、万全

の事故対策を立てておくこと。  

（３）【団体ごとのチーム数制限】 

① 団体競技における地域クラブ活動名での出場は１チームのみとする（複数のチームの参加はで

きない）。 

② 地域クラブ活動の合同チームによる参加は認めない。 

   （４）【登録地域と予選への参加】 

地域クラブ活動が出場を希望する場合は、申請用紙に競技団体に登録している市町村を記入

する。支部大会がある場合には、登録市町村から出場する。 

 

３、 参加を認めない場合  

（１） 埼玉県中学校体育大会参加申込に際して、参加条件に虚偽がある場合は参加を認めない。ま

た、申込後に虚偽が判明した場合は参加資格を取り消す。 

 

  ４、 その他 

  （１） この特例に則り、競技専門部ごとに大会参加に関する細則を策定する。 

  （２） この特例および競技細則は、年度毎に更新していくこととする。 

 

 付則 この特例は令和５年４月１日より適用する。 

    令和６年４月１日一部改正 

 


